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加東市における農地の賃借料水準表（平成２１年１月～１１月）

※金額は、算出結果を四捨五入し、百円単位としています。

　平成２２年度農業委員の選挙人名簿の登載申請
期限は、１月１０日（日）です。選挙権のある方は、
必ず搭載申請書を提出してください。
選挙権のある方
　平成２２年１月１日現在において加東市に住所があ
り、平成２年１月１日までに出生した、１，０００㎡以上
の農地を耕作している方およびその配偶者や同
居の親族で、年間約６０日以上農業に従事してい
る方
提出方法
　１２月末に地区農会から配布された申請用紙に、
必要事項を記入して地区農会長に提出いただくか、
市農業委員会に持参または郵送してください。
提 出 先
　〒６７３－１３９５　加東市天神１２５番地
　加東市農業委員会事務局（東条庁舎）

農業委員選挙人名簿の登載
申請期限は１月１０日（日）

　農地を取得する際の下限面積については、従
来は県が決定していましたが、このたびの農地
法の改正により、市農業委員会が定めることが
できるようになりました。
　これまでは、社地域・東条地域は５，０００㎡で、
滝野地域のみ３，０００㎡であった下限面積を、市
内全域で３，０００㎡とする決定がなされ、施行さ
れました。

農地の取得について
面積要件が緩和されました

農地の賃借料情報について
～標準小作料制度が廃止されました～

社地域・東条地域
５，０００㎡

滝　野　地　域
３，０００㎡

市内全域
３，０００㎡

農地取得時の下限面積

問い合わせ 農業委員会事務局（東条庁舎） 　47-1405

　このたびの農地法改正により、標準小作料制度が廃止されました。
今後は、農業委員会が標準小作料を定めるのではなく、農地の貸し借
りをしようとする方々同士で、賃借料を決定していただくことになり
ます。
　そこで、賃借料を決める際の目安にしていただけるよう、市内各地
域ごとの賃借料情報をお知らせいたします。
　なお、最近は使用貸借（小作料０円）が多くなっています。
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１，０００㎡以上の田

５００㎡以上１,０００㎡未満の田

５００㎡未満の田

１，０００㎡以上の田

５００㎡以上１,０００㎡未満の田

５００㎡未満の田

１，０００㎡以上の田

５００㎡以上１,０００㎡未満の田

５００㎡未満の田

１，０００㎡以上の田

５００㎡以上１,０００㎡未満の田

５００㎡未満の田

平均額（円）１区画当たりの面積による区分地  　域

社　地　域

滝 野 地 域

東 条 地 域

加東市全体

最高額（円） 最低額（円） データ数（筆）


